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抄録：現代の日本における放送メディアの放映内容の中には、学校教

育において「教育教材」として非常に有効なコンテンツが少なくな

い。一方で、地上デジタルテレビ放送が開始される2011年には全放映

内容が「デジタル化」されることによるネットワークを通じた「不

正」配布、不正コピーの拡大について、DCMS（Digita1　Contents　Man－

agement　System＝デジタルコンテンツ伝送／行程管理システム）導入

や法制度の厳粛化の動きがある。

　本稿では、学校や学校図書館が、有益な教育コンテンツをいかに選

択し、情報メディアの活用に生かせるか、あるいは2011年からの地上

波デジタル化を待たず、すでに始まっている放送と通信の融合（例え

ば放送と同時に同じコンテンツがインターネット上で配信されるサー

ビス）をどのように活用できるかについて最近の重要な動向を取り上

げて考察する。また、「放送と通信の融合」が学校教育、学校図書館に

おけるコンテンツ利用についてどのような影響を与えるかについて

も、著作権法との関連を中心に論述する。

零大阪市立大学大学院創造都市研究科
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1．はじめに

　日本においては、2001年1月に策定されたe－Japan戦略が発端とな

り、各分野でIT国家戦略が進められているが、総務省では2011年7月

24日までのデジタル放送完全移行に向け、デジタル放送のメリットやア

ナログ放送の五二日などについて周知・広報に努め、デジタル放送設備の

整備促進などに取り組んでいる。デジタル放送が学校教育や学校図書館に

どのような形で影響するかは非常に興味あるところである。

　文部科学省は、学校図書館図書の整備のため、新たに2007年度から

2011年度までの「新学校図書館整備5力年計画」を策定し、総額約1，000

億円、単年度約200億円（増加冊数分：約80億円、更新冊数分：約120

億円）の地方財政措置を行った1～4＞。この計画は、2007年度から5隔年

で学校図書館図書標準の達成化を目指している。従来からの政策が「増加

冊数分」だけの措置であったのに対し、この計画では過去2回の5肩上

計画にはなかった図書の廃棄に伴う「更新冊数分」を加えた措置が取られ

た。計画を見ると図書を増やす財源より、廃棄に伴う更新冊数分の財源が

多く、毎年約120億円分を割り当てている。

　学校図書館にとって、地図や百科事典、法律書などの資料の陳腐化は学

習の妨げにもなりかねない。初等・中等教育課程での調べ学習や総合学習

を支えるメディア環境としての学校図書館は、そのコレクションレベルを

一定規模に保つと共に、DVDなどの媒体型デジタルコンテンツの充実や

放送メディア等へのアクセス保障をも考慮したメディアセンターとしての

機能が今後ますます重要となる。コピー機、FAX、電話、テレビの配備

に加え、インターネット用コンピュータの設置は学校図書館のインターネ

ット環境を高め、学習におけるインターネット利用のための「メディアル

ーム」として生まれ変わった。即ち、学校図書館は、読書センター、学習

・情報センターとしての機能が大きく期待されるようになった。

　一方、学校図書館では、日々の教育・学習活動における情報メディアの

活用について、著作権法第31条、第35条、著作権法施行令第1条の3
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の壁が大きく立ちはだかっていることも事実である。著作権の問題につい

ては今後の動向に目が離せないが、上記、著作権法、同施行令が大きく変

わることを期待して、主な論点について具体的に論述する。

2．デジタル化進展による放送と通信の融合の現状

　近年のデジタル化進展による放送と通信の融合の現状について、いくつ

かの重要な話題を取り上げて、その現状及び課題を整理する。

2．1地上波放送のデジタル化とネットとの連携

　総務省は、地上放送のデジタル化により、様々な分野で新しいサービス

が企画され実施されていくことを予想している5）。地上放送がデジタル化

されると、家電業界ではデジタル対応テレビや情報家電が爆発的に製造さ

れ販売される。放送業界では高品質な映像や音声サービスが行われ、デー

タ放送の充実化が進む。通信・ブロードバンド・コンテンツ業界において

はインターネットや移動体通信との連携が進み、デジタルコンテンツの流

通促進が行われ、様々なデジタルアーカイブが誕生する。さらに流通業界

では、TVショッピングなどのe一コマースが進展し、地域社会においては

電子自治体サービスが進行する。こうした大きな変革の波によって、教育

業界の中では学校教育におけるデジタル放送の活用とデジタルコンテンツ

の活用がますます進展することが予想されている。

2．2　同時配信の実現に向けた動向

　注目すべき同時配信のトピックスを以下に紹介する。

（1）映像コンテンツをストリーム配信する場合の使用料額

　日本経済団体連合会（日本経団連）は2005年3月23日、放送局制作

のテレビドラマ番組をストリーム配信（著者注：パソコン端末にデータを

一時保存させてからダウンロードする方法と違い、動画を受信しながら再

生する配信方法）する場合をモデルに、原作者と脚本家、音楽家、実演家

などの権利者が受け取る使用料額を公表した。この使用料額は、音楽、ゲ
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一ム、アニメ、映画、放送などの関係企業と著作権関連団体が合意したも

のである。使用料額は、とりあえず2006年3月末までの暫定料率として

定めた。文献から転載すると、表1となる6）。

表1放送局制作のテレビドラマをブロードバンド配信する場合の使用料額

分野 協議先団体（順不同） 合意内容（当該分野の骨無の合計）

文芸 日本文円明協会

坙{脚本家連盟

坙{シナリオ作家協会

情報料収入の2．8％

音楽 日本音楽著作権協会 情報料収入および広告料収入の

P．35％

レコード 日本レコード協会

坙{芸能実演家団体協議会（芸団協）

ﾀ演家著作隣i接権センター（CPRA）

情報料収入の1．8％

実演 芸団協・CPRAなど 情報料収入の3．0％

Nikkei　Communications，2005．11．1，　p。120より転載

（2）ストリーム配信番組

　2006年2月7日のDIGITA：L　ARENAに、ストリーム配信番組が紹介

されている。

　例えば、「goo」では、過去に放送されたNHKの人気番組の名場面を

紹介する「懐かしTVマニアックス〈NHK篇〉」を独占配信した。　NHK

の持つ膨大な映像資料の中から、1950年代から1990年代の人気番組を

選択し、名場面を中心にコメンテーターが番組の概要などを放送。一方、

BIGLOBEは、　NHKが過去に放送したドキュメンタリー番組3作品の配

信を開始。配信するのは『プロジェクトX　挑戦者たち』の「よみがえ

れ　日本海～ナホトカ号　重油流出・30万人の奇跡～」など7話、『NHK

スペシャル　宇宙　未知への大紀行』の「ふりそそぐ彗星が生命を育む」

など9話、『NHKスペシャル　日本人はるかな旅』の「マンモスハンタ

ー、シベリアからの旅立ち」など5話。これらのストリーム配信は、い

ずれも配信される当初の一定期間は無料、それ以後は有料の形をとってい

る7）。
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（3）映画とインターネットの同時配信

　2006年8月19日独立系の映画制作・配給会社シグロは、映画「もん

しえん」の劇場公開と同時に、同作品のインターネット配信を開始した。

シグロ代表の山上徹二郎氏は、健常者と障害者の間にあるハードルを、字

幕付きにすることによりバリアフリー化を推進することを先行させた結果

であるという8）。これまでは観客動員数が減少する、DVDの売り上げが

落ち込む、著作権に触れるといった理由から劇場公開とインターネット配

信を同時に行う映画会社はなかった。映画界にとってインターネットでの

同時配信はタブーとされてきたからである。

（4）数万人規模のユーザーにライブを同時配信

　2006年9月22日目Vバンク株式会社は数万人規模のユーザーに対し

て高画質の動画コンテンツを同時に配信できるシステム「BBブロードキ

ャスト」を用いて、ヤフー株式会社が提供する動画コンテンツポータル

「Yahoo！動画」上で、人気ダンスボーカルユニットEXILEのライブを配

信し、約5分の1のトラフィックで最大同時視聴者数25，302人、総視聴

者数46，904人を実現した9）。

（5）放送番組の一部をインターネット経由でリアルタイムに配信

　東京のFMラジオ局であるJ・WAVEは2006年11月22日、放送番組

の一部を2007年元旦以降、インターネット経由でリアルタイムに配信す

ると発表した。月曜から木曜の22時から23時45分までの番組「TOMOR－

ROW」が対象。番組をネットで同時配信するのはJ－WAVEが初めてと

なる10）。

（6）放送番組とインターネットの同時配信

　2007年9月7日AM放送のラジオ日本はその番組『ぴなメイドのラジ

カントロプス2．0』を放送したが、インターネットでも同時に配信した。

時間は1時間程度であるが、著作権上配信できない音楽はカットされ

た11）。

2．3　私的録音録画補償金について

　私的録音補償金管理協会著『私的録音録画と著作権』では、私的録音録
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画補償金制度が現在の著作権法に導入された経緯が詳しく記載されてい

る12）。少し長文であるが、引用する。

　著作権法は昭和45年目全面的に改正されたが、その改正された著作

権法第30条では、私的使用のために音楽や映画などの著作物を録音・

録画（複製）することは、それらの作品の権利者に許諾を得ることなく

自由かつ無償で行うことができるとされていました。

　しかし、録音・録画機器や記憶媒体の目覚ましい発達や普及に伴っ

て、著作物などを家庭内録音・録画して楽しむことが広く定着したこ

と、近年ではデジタル方式による録音・録画機器の開発が進み、従来の

アナログ方式と比べて高い品質の複製が可能となり、その結果、オリジ

ナルと同様のコピーが社会全体として大量に作られるようになった。

　このような状況において、いつまでも家庭内録音・録画による複製が

無償で行えることは、著作権者、実演家及びレコード製作者が得られる

はずの利益が損なわれているのではないか、との問題が提起されまし

た。これを受け、著作権審議会（当時）において検討を行った結果、私

的録音・録画による権利者の経済的な不利益を保証するために、私的録

音・録画は従来どおり自由としながらも、権利者に対する補償金の支払

いが必要であるとの結論が出され、これを踏まえて、平成4年12月、

著作権法の一部改正が行われ、平成5年6月1日から施行されていま

す。

　以上の経緯にあるように、私的録音録画補償金制度は、文献13）による

と、「平成5年に設けられた制度（録画については平成11年から）で、

著作権法30条2項及び104条の2以下に規定されている。同法30条2

項は「私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有す

る機器（中略）であって政令で定めるものにより、当該機器によるデジタ

ル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であって政令で定めるもの

に録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなけれ

ばならない。」と規定している。これは、私的使用のための複製を認める
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同条1項の例外として、デジタル機器による複製の場合には、複製者は

補償金を支払わなければならないとしているからである。

　しかし、多くの人は、自分が録音・録画するときに、著作権者に個別に

補償金を支払った記憶はないであろう。その理由は、補償金の支払の特例

について定めた同法104条の4にあり、「政令で指定された録音・録画機

器とその記録媒体の購入者は、その購入時に、補償金を一括で支払わなけ

ればならない」と規定しているからである。つまり、我々は録音・録画機

器とその記録媒体を購入する際に、製品代金に補償金を上乗せしてお金を

払っていることになる。その対象となっているのは、DAT（デジタル・

オーディオ・テープ）、DCC（デジタル・コンパクト・カセット）、　MD、

CD－R、　CD－RW、　D－VHS、　DVカセット、DVD－R、　DVD＋R、　DVD－

RW、　DVD＋RW、　DVD－RAMとこれらを使って録音・録画できる機器で

ある。量販店などで「fbr　Music」「for　Video」と書かれたCD－RやDVD

が「データ用」と書かれたものよりも高く販売されているのは、この補償

金が上乗せされているためである。

　「このようにして徴収された補償金は、私的録音補償金管理協会、私的

録画補償金管理協会を通じて権利者に配分され、その額は、録音補償金が

約23億4000万円、録画補償金が約14億8000万円（いずれも2004年

度）となっています。」と報じられている14）。

　現在、著作権制度の中で権利者を保護することは今日世界の潮流となっ

ており、私的録音または私的録画補償金制度を導入している国は、日本以

外に、アイスランド、アメリカ、イタリア、オーストラリア、オランダ、

カナダ、ギリシャ、コンゴ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキ

ア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリ

ー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ラト

ビア、リトアニアなどがある15）。

2．4権利者と消費者の間で許諾される録画回数（コピーワンス）の増加

　2007年7月12日に行われた情報通信審議会「デジタルコンテンツの

流通の促進等に関する検討委員会」では、デジタル放送のコピー回数がこ
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れまでの1回（コピーワンス）から10回（放送からHDDIDVDなどへ

の録画で1回、その他機器へのコピーが9回の合計10回）までに緩和さ

れる方向でほぼ合意したという。なお、実演家著作センター椎名和尺理事

によれば談話の前提に「コンテンツへの尊敬」と「対価の還元」を挙げて

いて、「ユーザーの利便性と権利者の権利保護を両立させるためには、私

的録音録画補償金制度の維持が不可欠」と主張している16＞。

　録画回数の増加は、学校教育、学校図書館業務に携わる我々にとり、有

用な放送コンテンツを教育教材に取り入れることが実質的に可能になると

いう点で、非常に意義深いものである。従って、この件に関しては、放送

事業者や映画制作者の苦渋の決断を大いに讃えるべきである。

　これに対して、ある人気Blog「著作権法コピーワンス」のコメント

（2006．8．6）を要約する17）。

　すなわち、インターネット上で配信することは禁止するが、コピーワ

ンスを緩和して基本的にコピー回数を増加させることは、テレビ番組が

いったん録画されるとデジタルの孫コピーなどが作られるということを

意味するので、劇場用映画もテレビ放映されれば、DVDであればコピ

ーが不可能なのに対し、デジタルのコピーが可能となってしまう。

　放送番組を制作する放送事業者や映画制作者にとっては非常に不利に

なり、ユーザー自身の便利さを享受できるから、ユーザー及びメーカー

が放送事業者などに対して一定の金銭を支払う必要がある。すべての関

係者が不満を持つことがないような制度が構築されるべきである。

2．5　携帯で楽しめる地デジ放送「ワンセグ」のスタート

　平成18年4月1日から携帯電話で受信できる地上デジタル放送「ワン

セグ」が開始された18）。視聴自体は無料である。地上デジタル放送は平

成15年12月1日より東京、大阪、名古屋を中心に家庭のテレビ向けに

放送が開始されているが、「ワンセグ」は地上デジタル放送の6MHzの

帯域を13に分けたセグメントの一つを使って放送するもので、携帯電話

やパソコン、カーナビ、専用ポータブルテレビなど、移動体向けの放送と
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して地上デジタル放送推進協会が仕様を策定してきた。

　映像フォーマットは限られた容量で映像を放送することに適した技術

AVCIH．264を採用、総ビットレートは約312　Kbps、画面サイズは320×

240または320×180、音声モードはモノラル、ステレオ、主／副2チャ

ンネルモノラルの3種類に対応する。地上デジタル放送の特徴として、

映像、音声以外にデータ放送を同時に受信できる点が挙げられる。携帯電

話向け「ワンセグ」では画面を上下2分割するなどしてデータ放送を同

時に閲覧可能である。

　現在視聴している番組情報のほか、詳細を案内するウェブサイトへのリ

ンクなどが表示可能で、双方向のクイズ番組に参加したり、着信メロディ

をダウンロードしたりするサービスなどがある。このサービスは放送の視

聴形態に革命的とも言える変化をもたらすものである。今後の発展によっ

てはデータ放送内容を学校教材に利用することが可能になるであろう。

2．6　「ネット利用のTV番組送信は適法」判決について

　「まねきTV」が行っているインターネットを利用したTV番組送信サ

ービスに対して、NHK及び民放5社より仮処分申立て却下決定に対する

抗告が知的財産高等裁判所に申し立てられたが、2006年12月22日、抗

告棄却が決定した。すなわち、「まねきTV」の「ネット利用TV番組は

適法」と見なされたわけである。

　一方、同様なサービスを提供していた「録画ネット」は、逆に、2005

年11月15日東京地方裁判所において、その複製行為が放送に係る音又

は影像について有する著作隣接権としての複製権（著作権法98条）を侵

害するものとして「録画ネット」の抗告を棄却されている。この両者のサ

ービスはほとんど同じであるにもかかわらず、なぜ法的に違いが生じたか

については、「録画ネット」自身が「まねきTVと録画ネットの違い　当

方の見方」19）で客観的に分析している。その内容を要約する。

　「録画ネット」はa）機器の調達・製造を録画ネットが行った。b）特

殊なソフトウェアも録画ネットが用意し、利便性を向上させた。c）機
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器の販売も録画ネットが行っていた。d）ハウジングサービスを利用し

ないお客には機器を販売していなかったなどからお客様が個人の力でや

っていると言えない、機器の所有権はまだ「録画ネット」にあり、業者

の関与が高いと判断されたためのようである。

　一方、お客様から「まねきTV」による録画機器を預かるケースを見

ると、a）機器の製造はソニーが行っている。　b）機器の販売は一般的

な販売店がやっている。c）機器の調達はお客様自身が行っている。　d）

特殊なソフトウェアなども用意していない。e）客はハウジングサービ

スを利用する必然性はない（自宅や友人宅でも可）などの理由から、業

者の関与の程度が低く、適法と判断されたと分析している。

　いずれにしても「まねきTV」のような方式を利用すれば、放映された

アナログ放送を時間差はあるもののPC上での閲覧が可能となる。ただ

し、こうした判例はあくまでインターネットを使用した「個人録画・個人

配信」に限定されたものであり、学校図書館等が学習教材の提供サービス

機関として、放送コンテンツを蓄積し、学内LANを介して蓄積したもの

を授業教室等に配信することは認められていない。

2．7　9200曲の使用差し止め確定＝CS放送の同時再送信一最高裁（2006

　　年10月10日）

　成田ケーブルテレビなど3社がCS（通信衛星）放送の番組を再放送し

たら、日本音楽著作権協会（JASRAC）が番組中の三曲の無断使用は認

められないと訴え、最高裁で勝訴。その9200曲の使用差し止め確定＝CS

放送の同時再送信の記事を引用する20）。

　CS放送の配信で楽曲を無断使用されたとして、　JASRACが成田ケ

ーブルテレビ（千回忌成田市）など3社に使用差し止めなどを求めた

訴訟で、最高裁第3小法廷（上田豊三裁判長）は10日、ケーブルテレ

ビ会社側の上告を受理しない決定をした。これにより、同社など2社

に約9200曲の使用差し止めと旧約830万円の支払い、残る1丁目約
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290万円の支払いを命じた2審知財高裁判決が確定した。2審判決によ

ると、問題となったのは、ケーブルテレビ会社がCS放送の番組を受

信し、契約者に同時再送信する放送。

　1審東京地裁はJASRAC側の請求を認めなかったが、2審は「契約

当時、CS放送は想定されていなかった」と判断。　CS放送の再送信は

契約に含まれないとした。（時事通信社配信記事より）

　以上の各例にみられるように、放送と通信の融合があちこちで進行し、

放送コンテンツがインターネットを通じて同時配信される事例が確実に増

えてきた。今後もこの勢いは加速度的に増して我々の周りで日常化するの

は間違いない。以前は技術的にかなり難しかった放送内容の一部を学校教

材として取り上げることは、インターネットによるストリーム配信の形式

をとればコンテンツがデジタル化されているため、かなり容易になるとい

える。

　また、アナログ放送が主体の現状から、2011年の完全デジタル放送化

まで、今後急速にデジタル放送が増えていき、これまでのコピーワンス規

制から10回までコピーが許されることにより、この方面からも、有用な

放送番組の一部が学校教材として使われることが頻繁になることは必至と

思われる。

　電子立国として歩みつつある日本の現状において、放送コンテンツを学

校教育に取り入れることを考えるとき、大きな障害になっているのは、著

作権法第31条、第35条における学校図書館の取り扱いであり、これに

ついて次章で詳しく論述する。

3．著作権法第31条、第35条における学校図書館に関する取扱い

3．1　図書館等における複製

　図書館等における複製を規定する著作権法第31条は、著作権者の複製

権の制限条項である。条文を引用で示す。
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第31条

　図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書

館その他の施設で、政令で定めるもの（以下この条において「図書館

等」という。）においては、次に掲げる場合には、その営利を目的とし

ない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料（以下この条にお

いて「図書館資料」という）を用いて著作物を複製することができる。

一　図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するため

　に、公表された著作物の一部分（発行後相当期間を経過した定期刊行

　物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部）の複製物を一人

　に付き一部提供する場合）

二　図書館資料の保存のために必要がある場合

三　他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一

　般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

　なお、上記条項中の「図書館等」については、著作権法施行令第1条

の3に列記している中で、「大学または高等専門学校に設置された図書館

及びこれに類する施設」は含まれるが、小学校、中学校、高等学校の図書

館はこの政令から除外されている21・22）。

　この趣旨は、文化庁文化部著作権課内著作権法令研究会の見解によれ

ば、「小学校、中学校、高等学校に置かれた図書館については、児童、生

徒に著作物の複製物を提供する必要性が少ないこと」とある23）。また、

「立法理由としては、調査研究のように供するための複写である以上、高

等教育機関に限定したとのことである。」との見解もある24・25）。

　従って、小学校、中学校、高等学校の図書館で働く学校司書にとって

は、教材に供する事を前提として、資料を準備することはできるが、その

資料のコピーは、教師の代理として行うか、教師または生徒自身が行わな

ければならないことになる。

　学校教育は、次の3要素、即ち「教育者（教師）」、「学習者（児童生

徒）」、「教材（教育内容）」から成り立つ。つまり、学校教育はこの3要

素の相互関係で紡ぎだされるものであり、それぞれの相互作用によって教
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育の質は変化する。従来の「教育者（教師）」を中心とした「もっぱら教

える」ことと、「学習者（児童生徒）」は「もっぱら覚える」こと、という

学習・暗記型モデルの弊害は20世紀後半から指摘を受けて久しい。こう

した中、「学習者（児童生徒）」を中心とした、自ら考え、「生きる力」を

身につける学習が「調べ学習」や「総合学習」の中で育む努力や取り組み

が進められてきた26）。しかし、学校における知識情報基盤のインフラス

トラクチャーとしての学校図書館の充実は未だ不十分であり、教育推進機

能が十分に果たしうる体制とはいえない。十分な学習環境「教材（教育内

容）」に達していない現状にあって、先の文化庁文化部著作権課内著作権

法令研究会の見解、「小学校、中学校、高等学校に置かれた図書館につい

ては、児童、生徒に著作物の複製物を提：供する必要性が少ないこと」は、

現在の行政当局の非公式な見解とは言え、最近の小、中、高において、学

校図書館の重要性が認識されている事実とは大いに異なり、本来の立場で

ある「学習環境の整備促進」から大きく乖離し、学習環境の整備促進とい

う立場から見れば本末転倒と言わざるを得ない。

　多様なコンテンツが異なるチャネルで発信され飛び交う現在において、

自らの情報要求を明確化し、能動的な情報の探索・入手を行い、それを比

較・検討して、自らの意見形成や情報発信に結びつける能力の育成は、初

等および中等教育課程においてその基礎が育まれるものであり、生涯学習

社会において、自立・協同のできる人格形成の柱ともなるものであり、こ

こに教育を支える学校図書館の働きが強く期待されるところである。著作

権法第31条及び同施行令第1条の3の学校図書館への拡張が強く望まれ

る。

3．2　学校その他の教育機関における複製等

　学校その他の教育機関における複製等を規定する著作権法35条には

「学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）

において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程におけ

る使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度におい

て、公表された著作物を複製できる。ただし、当該著作物の種類及び用途
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並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害するこ

ととなる場合は、この限りでない。」（改正：平15法085）とあり、学校

で教材として使う目的であれば、教師およびその授業を受ける生徒は必要

限度内においてコピーは適法である。

　すなわち、学校現場では、授業やその他学習のために、教師が書籍等か

らの切り貼り、あるいはインターネット情報資源から一部をコピーして教

材を作る場合、上記、著作権法第35条「学校その他の教育機関における

複製等」の規定により「教育を担任する者」及び「教育を受けるもの」は

授業の過程に使用に供することを目的として「公表された著作物」を複製

できる。

　また、上記のように平成15年の著作権法第35条の改正では、「教育を

担任する者」だけでなく、「授業を受ける者」へも拡大された。これは、

教育の情報化等に対応してインターネットを授業に利用する機会が多くな

ったため、ホームページ等のコピーを児童生徒にも提供できるように範囲

を拡大するために行った法改正とも考えられ、教師が授業用プリントに他

の著作物を切り貼りする行為だけでなく、児童生徒がインターネット上の

資料を自らコピーする道も開けた。

　ただし、その行為目的が、上記35条「授業を受ける者は、その授業の

過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる

限度において、公表された著作物、複製することができる。」のであり、

「著作権者の利益を不当に害さない」という制約条件が付帯する。従っ

て、学校図書館で行うコピーは、教師、児童生徒ともに、公表された著作

物を授業で使用する目的にのみ必要と認められる限度内において、著作権

者の許諾なしに行うことができるということとなる。

　なお、「授業の過程」というのは、教室で行われる授業に限定されるも

のではなく、部活動や文化祭、修学旅行など、学校で行うすべての行事を

含むものである。「教育を担任する者」というのも、授業を行う教師に限

定されるものではなく、教師の委任を受けた職員や教師の指導に従って学

習活動を行う児童生徒も含まれる。従って、児童生徒を対象とした学校教

育活動全てにおいて、メディアに公表された著作物を、教材として教育の
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場で使用するのであれば、著作権者の許諾を得る必要なく、自由に複製、

使用ができる。ただし、複製の部数は児童生徒の数に見合ったものでなけ

ればならない。

　更に著作権法第35条2項は、35条1項のコンテンツへの遠隔・同時

利用への道を開いている。

第35条2項

　公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程に

おいて、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若し

くは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を

第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述し

て利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該

授業を同時に受ける者に対して公衆送信（自動公衆送信の場合にあって

は、送信可能化を含む。）を行うことができる。ただし、当該著作物の

種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当

に害することとなる場合は、この限りでない。

4．学校図書館における教育用教材の利用

　図書館における著作物の複製は、「図書、記録その他の資料を公衆の利

用に供することを目的とする図書館その他の施設で、政令で定めるもの」

において、「営利を目的としない事業として」許可されている（著作権法

第31条）。その「図書館その他の施設」は、上述したように著作権法施

行令において、「1　図書館法第2条第1項の図書館　2　学校教育法第1

条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設」に

限定されており、初等中等教育課程の学校図書館は含まれていない。

　このため厳密な法解釈においては、学校図書館はその収集・蓄積したメ

ディアを「利用者の求めに応じて」複写・提供することは困難である。便

法的な手法としてカード式複写機などを学校図書館内に設置して、「個人

的な複写」として実行可能な環境を提供する方法は、違法状態ではないと
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はいうものの、限りなく「脱法」状態であり、教育機関においては自粛す

べき行為であろう。

5．結 論

　著作権法第31条が適用される「図書館」を規定している著作権法施行

令第1条の3には、公共図書館、大学図書館、国立国会図書館等が規定

されているが、学校図書館は含まれていない。一方、学校教育活動におい

て、公表された著作物の有益な利用は著作権法35条1項で認められてい

る。

　学校図書館は「学校教育において欠くことのできない基礎的な設備」

（学校図書館法第1条）であり、学校図書館は「図書館資料を収集し、児

童または生徒及び教員の利用に供する」ことは、教師が、授業を実施する

ときに、図書館があらかじめ、授業に関係する資料を収集、整理して、こ

れを提供することは学校図書館の基本的な機能と役割である。

　「教員の利用」は、教師が教室で、児童生徒に複写、配布資料、上映す

るビデオ、スライド、レコード、CD、　DVDなどを教師に提供すること

も含まれる。これらの情報機器の貸出と使用方法を教師に教えることも学

校図書館の役割であると考える。

　学校図書館には、著作権上、図書館に認められている複製権の適用がな

く、複製、複写サービスができない。著作権法第31条が適用される図書

館を定めている著作権法施行令第1条の3に学校図書館が含まれていな

いからである。

　ところが一方で、学校教育活動の中で、公表された著作物の有意義、有

益な利用は著作権法第35条1項で認められている。

　学校図書館は、学校に附設されている不可欠な設備で、学校教育を支え

る知的情報資源提供施設である。従って、複製権の適用対象は学校図書館

にも拡大をされるべきであり、そのために一日も早く著作権法第35条1

項が改正されることを強く望む。学校図書館に同法が適用されると、公立

図書館に適用される第31条に基づく図書館サービスに匹敵する学校図書
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館サービスの展望の基盤が整うことは間違いない。

　ただし、第35条1項の規定する「教育を担当する者」及び「授業を受

ける者」のコピー可能概念には、その時々の一時的利用のための複写利用

が背景にあるように類推される。資料・情報を予め収集、整理、保管して

提供する学校図書館機能への第35条1項の適用への道は、「権利者側の

権利をみだりに侵害するものではない」ことへの理解を求めて行く普段の

努力を要しよう。更には、現在の一部の学校現場における市販演習ドリル

などの全体複写のような無定見な「教育用利用」は、著作権者側における

教育利用複写への理解を困難としていることも指摘しておきたい。

　また、地域の公共図書館や学習支援センターを中心とした地域図書館ネ

ットワークが整備されつつある現在では、こうしたシステムをより実行あ

るものとして機能させるため、図書館問相互利用体制の基盤となる文献複

写サービスを学校図書館も導入することができるよう、著作権法施行令第

1条の3に学校図書館を含めるべきと考える。

　こうした法的基盤の整備と共に、学校図書館には専任・専従の「人」の

配置と地域図書館ネットワークにおける物流体制の構築と関係者の研修等

を通じた情報共有の仕組みが欠かせないことは論をまたない。

　授業を行う教師や授業を受ける児童生徒が必要とする資料の収集、組織

化、複製物の作成等は学校教育を支援する学校図書館の本来の任務であ

り、教師、児童生徒が授業準備や授業での作成過程で、絶版などの理由で

容易に入手できない場合、図書館資料の複製を提供することは学校図書館

においても可能である。

　司書教諭は必要な資料のコピーを児童生徒に与えることができる。ま

た、学校教育の一端を担う学校司書が授業を担当する教師や授業を受ける

児童生徒のための複写サービスを行うことにも問題はないと考えられる。

　司書教諭は教育課程の全体を見通した上で図書館サービスを行ってお

り、教科の教師と協力して授業を行うこともある。また、学校司書は学校

図書館の日常的な利用を通じ、児童生徒の授業の理解を支援し、健全な発

達を支える。学校図書館は、支障のない限り地域にも開放されている。
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　以上のことから、学校図書館が、公共図書館と比較して、著作権上、極

めて図書館サービスを展開しにくい立場に置かれている状態が打破され、

一日も早く著作権法第31条に適用される「図書館」を定める著作権法施

行令第1条の3に学校図書館が含まれること及び第35条1項の「権利の

制限」対象となることを期待する。
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